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（
意
見
書
案
第
３
号
）

　
�

国
会
に
お
け
る
憲
法
論
議
の
推

進
と
国
民
的
議
論
の
喚
起
を
求

め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

日
本
国
憲
法
の
改
正
に
関
し
、

活
発
か
つ
広
範
な
論
議
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
国
民
的
議
論
を
喚

起
す
る
よ
う
国
に
対
し
要
望
し
た

い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

意
見
書
案
第
３
号　

反
対
討
論

　

現
行
憲
法
が
示
す
国
民
主
権
、

基
本
的
人
権
の
尊
重
、
平
和
主
義

の
三
原
則
の
堅
持
に
つ
い
て
は
、

民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
大
切
な

こ
と
で
あ
る
が
、
三
原
則
の
完
全

実
施
は
、
次
の
と
お
り
依
然
と
し

て
未
完
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

基
本
的
人
権
の
尊
重
に
関
し
て

は
、
改
善
さ
れ
つ
つ
も
、
い
ま
だ

に
人
権
侵
害
の
事
例
が
多
く
あ
る
。

ま
た
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及

び
公
衆
衛
生
の
向
上
や
増
進
に
も

課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

平
和
主
義
に
関
し
て
は
、
国
際

協
調
の
た
め
の
話
し
合
い
の
推
進

こ
そ
が
大
事
で
あ
り
、
高
額
な
兵

器
の
購
入
な
ど
は
、
自
然
災
害
等

に
対
応
す
る
必
要
な
政
策
を
妨
げ

る
要
因
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
、
憲

法
論
議
を
推
進
す
る
よ
り
も
、
現

行
憲
法
下
で
課
題
の
解
決
を
図
る

こ
と
が
国
民
の
安
全
の
確
保
や
福

祉
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
意
見
書

案
に
反
対
す
る
。

　

意
見
書
案
第
３
号　

賛
成
討
論

　

憲
法
改
正
は
、
国
会
で
発
議
さ

れ
た
後
、
国
民
投
票
に
よ
り
過
半

数
の
賛
成
を
得
て
成
立
す
る
こ
と

か
ら
、
憲
法
を
改
正
す
る
権
利
は
、

主
権
者
で
あ
る
国
民
に
与
え
ら
れ

た
最
大
の
権
利
と
言
え
る
。

　

国
会
で
は
、
憲
法
改
正
の
発
議

に
際
し
、
憲
法
審
査
会
で
議
論
が

さ
れ
る
が
、
憲
法
審
査
会
を
妨
害

し
、
開
催
に
抵
抗
し
、
会
議
に
参

加
し
な
い
等
の
行
為
は
、
国
会
議

員
と
し
て
の
責
任
の
放
棄
で
あ
り
、

か
つ
、
国
民
投
票
と
い
う
主
権
者

最
大
の
権
利
行
使
の
妨
害
で
、
国

民
主
権
そ
の
も
の
の
否
定
を
意
味

し
、
主
権
者
に
対
す
る
重
大
な
背

信
行
為
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

国
民
の
負
託
に
応
え
、
憲
法
論

議
を
進
め
る
こ
と
は
、
国
会
の
責

務
で
あ
る
た
め
、
憲
法
審
査
会
を

早
急
に
開
催
し
、
幅
広
い
知
見
か

ら
の
深
い
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
意
見
書

案
に
賛
成
す
る
。

　

意
見
書
案
第
３
号　

反
対
討
論

　

憲
法
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と

自
体
に
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
憲
法
を
守
る
べ
き
国
に
対
し

て
、
国
会
で
の
論
議
や
国
民
的
議

論
を
急
が
す
よ
う
な
意
見
書
を
提

出
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

憲
法
改
正
へ
の
議
論
が
進
ま
な

い
の
は
、
国
民
が
そ
れ
を
望
ん
で

い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
朝
日
新
聞
、
日
本
経
済

新
聞
等
の
世
論
調
査
で
も
、
国
民

が
望
む
政
策
の
中
で
憲
法
改
正
の

優
先
順
位
は
低
い
。

　

今
、
国
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
感
染
症
に

よ
り
経
済
的
、
身
体
的
、
教
育
的

な
困
難
に
直
面
し
て
い
る
国
民
の

生
活
を
支
え
る
こ
と
に
全
力
を
挙

げ
る
べ
き
と
考
え
る
。
ま
た
、
衆

議
院
憲
法
審
査
会
で
は
、
継
続
審

議
と
な
っ
て
い
る
国
民
投
票
法
改

正
案
に
つ
い
て
、
参
考
人
の
意
見

聴
取
、
議
員
間
の
自
由
討
議
な
ど

に
よ
り
、
慎
重
な
審
議
が
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
。
首
相
も
交
代
し

た
こ
の
時
期
に
あ
え
て
議
論
を
急

が
す
べ
き
で
は
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
意
見
書

案
に
反
対
す
る
。

　

第
４
回
定
例
会
に
、
次
の
請
願

書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

（
請
願
第
１
号
）

　

�

♦
田
中
ま
ど
か
議
員
に
対
す
る

辞
職
勧
告
決
議
の
撤
回
を
求
め

る
請
願

�

（
不
採
択
）

　

請
願
第
１
号　

反
対
討
論

　

本
請
願
で
田
中
議
員
を
応
援
さ

れ
て
い
る
多
く
の
方
々
の
心
情
は

理
解
で
き
る
が
、
議
会
制
度
に
お

い
て
、
一
度
議
決
さ
れ
た
決
議
の

撤
回
は
成
立
し
得
な
い
こ
と
か
ら
、

議
会
と
し
て
は
請
願
を
否
決
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
請
願
者
か
ら
、

「
本
請
願
は
気
持
ち
を
表
現
す
る

も
の
だ
か
ら
否
決
さ
れ
て
も
構
わ

な
い
」
と
の
意
図
を
聞
い
て
い
る
。

請
願
者
の
気
持
ち
は
大
切
で
あ
る

が
、
そ
の
発
信
に
注
力
さ
れ
る
あ

ま
り
、
結
果
と
し
て
正
義
と
正
義

の
衝
突
を
繰
り
返
す
の
は
、
こ
れ

で
終
わ
り
に
し
た
い
。
本
件
に
関

連
す
る
議
論
に
割
か
れ
た
時
間
は

か
な
り
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
り
議
員
間
の
溝
が
深
ま
る
こ
と

は
、
日
高
市
議
会
に
お
け
る
建
設

的
な
議
論
を
妨
げ
、
市
民
の
利
益

に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

市
民
の
皆
様
に
は
、
建
設
的
な

議
論
が
大
い
に
で
き
る
議
会
に
一

層
改
革
で
き
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま

な
視
点
か
ら
議
会
を
見
て
い
た
だ

き
、
今
後
と
も
深
い
ご
理
解
と
応

援
を
お
願
い
し
た
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
請
願
に

反
対
す
る
。

　

請
願
第
１
号　

賛
成
討
論

　

本
請
願
の
対
象
と
す
る
田
中
ま

ど
か
議
員
に
対
す
る
辞
職
勧
告
決

議
の
採
決
に
あ
た
っ
て
は
、
本
会

議
で
の
弁
明
の
機
会
を
与
え
て
お

ら
ず
、
議
場
で
正
式
な
田
中
議
員

の
発
言
を
聞
い
て
い
な
い
。

　

こ
れ
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の

根
幹
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
状
況

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
請
願
に

賛
成
す
る
。

　

第
４
回
定
例
会
に
、
次
の
陳
情

書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
写

し
を
全
議
員
に
配
布
し
ま
し
た
。

（
陳
情
第
２
号
）

　

�

♦
「
別
居
、
離
婚
後
の
面
会
交

流
に
つ
い
て
の
法
整
備
を
求
め

る
意
見
書
の
提
出
」
に
つ
い
て

の
陳
情
書

討　

論

討　

論


